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私達のミッション

1.酒田市のマイナンバーカード普及率向上

2.マイナンバーカードの新しい利活用政策の提案

  



マイナンバーカードを取得した理由



マイナンバーカードの用途



マイナンバーカードを取得しない理由



アンケート結果（自由回答欄）　

質問：制度をよりよくするために必要なものは何だと思いますか。（概要）

・パスワードを紙だけでなくメールも欲しい
・申請してから用意できるまでが長い
　必要なのに間に合わない
・取得の手続きをもっと簡単にして欲しい
・申請方法を簡単にして欲しい
・カード出なくてスマホでも使いたい。
・免許証もマイナンバーと紐つけして欲しい
・証明書として認められない場合がある
・マイナンバーを持っている人を優先する
・公共交通期間で運賃のキャッシュレス化
・認知度が低い　学生に必要な場面少ない
・マイナポイントの使い方がわからない
・マイナポイントの取得が難しかった
・使う機会がない　代用可能
・カードの更新をなくして欲しい

・取得方法をより簡素にして欲しい
・申請から一週間以内に取得したい
・申請したら役所に行かずに受け取りたい
・申請したらポストに投函して欲しい
・インターネット上で手続き済ませたい
・酒田市で特有のクーポンやサービスが必要
・分かりやすく説明して欲しい
・電子マネー機能をつける
・ガイダンスを開いて欲しい
・保険証の代わりに使いたい
・割引、ポイント付与（買い物）
・一つに情報が集約されすぎるのが怖い
・免許証等より使いやすくなったら
・必要性を向上させればいい
・マイナンバーカード本当に必要？
・様々な手続きをこれひとつでできるように



文字色の意味

緑　手続きに関する疑問、要望

青　現在実装されているもの、今後実装される要素

赤　利活用方法の提案

　　　　例）学生に必要な場面少ない、ガイダンス開いて欲しい　等

黒　制度の根本的な問題（市町村単位では解決しない）



アンケート結果からわかったこと

・キャンペーンで家族ぐるみで取得している

　　同じ手法ではこれ以上普及しないのでは？

・マイナンバーカードの制度、スケジュール、必要性の周知が必要

・向上的かつ定期的に利用できる利活用案の発案が必要



普及率向上案：教育現場への資料提供

普及率向上案：酒田市の中学校で使用する授業資料の作成

　出張講義：利用者の生の声を伝える。

　資料：Giga  School構想で電子上の資料を活用する

　　期待される効果：将来的には効果が広い世代に及ぶ。



中高生を対象にするメリット・デメリット

酒田市が行動しやすい、gigaスクール構想により説明しやすい点から中学生向けに行う

べきだと考える。

中学生　メリット 中学生　デメリット 高校生　メリット 高校生　デメリッ
ト

酒田市が行動しやす
い

電子証明書が発
行できない

利用機会が増え
る

酒田市が行動し
にくい

gigaスクール構想を
用いることにより説明
しやすい

当事者意識が薄
い

当事者意識が高
い



教材1.　マイナンバー制度の目的

マイナンバー制度の目的

国民の
利便性の
向上

行政の
効率化

公平・公正な
社会の
実現

社会保障・税関系の申請
時における面倒な手続き
が、添付書類の削減によ
り、簡単になる。

国や地方公共団体の間
で連携されることで情報
の称号や転記等にかか
る時間の大幅削減するこ
とで、手続きが正確でス
ムーズになる。

税や社会保障の負担を
不正に免れること、不正
受給ができなくなり、本当
に困っている人へのきめ
細やかな支援ができる。



教材2.　マイナンバー制度の概要

マイナンバー制度の概要

番号の付与

情報管理
(社会保障、税、
災害対策分野)

本人確認
(身分証明、

なりすまし防止等)



教材3.カードを取得するメリット

● 公的な身分証明書となる
○ 金融機関の口座開設やパスポートの発給時などの本人確認書類として利用可能

○ なりすまし防止の効果

● 多目的カードとして機能する
○ 健康保険証、運転免許証と一体化予定

○ 民間のポイントカード、社員証として利用も可能

● コンビニで行政の各種証明書を取得可能
○ 住民票、印鑑登録証明書など

○ 利便性が向上、窓口業務の効率化

● 民間のオンライン取引や口座開設
○ オンラインバンキングなどのオンライン取引に利用可能

○ オンライン取引が安全かつ迅速に



教材4.マイナンバーカードのイメージ

表 裏

xxxx 

氏名

住所

◀　　　0120-95-0178

xxxx xxxx 

顔写真
サインパネル領域
（住所が変更された場合に使用）

カードの有効期限
生年月日

電子証明書の有効期限

12桁の個人番号

カードを取得し
た際の連絡先

ICチップ

番号読み出し用QRコード



教材5.マイナンバーカードのタイムスケジュール

2021.3 健康保険証としての利用開始

2021.10 マイナポータルから特定健診情報と薬剤情報を閲覧可
能

2022 カードの機能をAndoroidスマートフォンに搭載

2024 カードと運転免許証との統合



新潟県三条市の事例

https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/somubu/johokanrika/service/4656.html

新潟県三条市　公式HP
2016年7月　参議院選挙



新しい利活用方法と概要

選挙の入場受付

期日前投票や選挙当日に受付でマイナンバーカードを提示することにより、顔写真で
本人確認を行うことで受付を瞬時に完了する仕組み。待ち時間の短縮が期待でき
る。新潟県三条市の例では最大１時間の待ち時間があった

期日前投票での宣誓書記載では、専用ネットワーク（J‐LIS）でマイナンバーカードを
読み取ることにより対象者の資格情報などを画面表示する。

↓
投票事由を聞き取って入力し、宣誓書を出力、投票用紙を交付する。



地方公共団体情報システム機構（J‐LIS）

地方公共団体情報システム機構（J-LIS）が無償提供するカードアプリケーショ

ン（AP）による方式を採用。

 AP搭載システムを導入することにより、マイナンバーカードの拡張利用領域を利用し

た多目的利用サービスを安価かつ容易に提供することができる。

市町村が自市町村の住民にのみカードＡＰを搭載することに限定されることから自市

町村内のみで提供するサービスに適している。



選挙の入場受付のメリット・デメリット

メリット

・待ち時間の短縮に期待ができることにより密集を防止する狙いがある。

・期日前投票の宣誓書の記載を省略できるため高齢者にも優しいと考えられる

デメリット

・APシステムの導入方法



まとめ

1.酒田市のマイナンバーカード普及率向上

Giga school構想を利用した、中学生向けの教材配布。

2.マイナンバーカードの新しい利活用政策の提案

  期日前投票と投票場受付利用の推進。



参考.　学年の割合



参考.　性別の割合



参考.　カード所持の有無の割合
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ご清聴ありがとうございました。


